
 

 

宮城県学生ＩＪＵターン就職活動・キャリア形成活動支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 県は，県内企業の人材確保と県外大学生等のＩＪＵターン就職の促進を図るた

め，県外大学生等が就職活動又はキャリア形成活動のために県外の住所地と県内の目

的地の間を移動する経費について，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，

その交付等に関しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は，それぞれ以下の各号に定めるとおりとする。 

(1) 県外大学生等 県外に在住し，県外の大学（大学に置く大学院を含む。），短期

大学，高等専門学校及び専修学校等の学生及び卒業後３年以内の者をいう。 

(2) 県内企業 県内に就業場所となる事業所を開設している，若しくは当該事業所を

開設する見込みのある企業（県外に本社を置く企業を含む。）をいう。 

(3) 就職活動 県内企業が県外大学生等を採用するために実施する，企業説明会（複

数企業が参加する合同企業説明会を含む。），企業説明を伴う就職催事，採用試験

及び面接に参加することをいう。 

(4)キャリア形成活動 県内企業が人材育成，魅力発信等を行うために実施する，イ

ンターンシップ及びオープンカンパニーに参加することをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の対象者は，県外大学生等であって，みやぎＩＪＵターン就職支援

オフィスに利用登録を行った上で，県内での就職活動又はキャリア形成活動のために，

県外の住所地と県内の目的地の間を移動する者のうち，暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団に関与してい

ない者とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，別表１に

掲げるとおりとする。 

 

（補助対象経費及び補助率等） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，別

表２に掲げるとおりとする。 

２ この補助金の交付額は，補助対象経費に別表２に掲げる補助率を乗じて得た額又は

補助限度額のいずれか低い額とする。 



 

 

 

（交付申請書） 

第６条 規則第３条第１項の規定による交付申請書の様式は，別記様式によるものとし，

県外の住所地と県内の目的地の間を移動した日が属する年度の３月３１日までに県

に提出しなければならない。 

２ 規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付すべき書類は，次のとおりとする。 

 (1) 補助対象経費を支払ったことが証明できるもの。 

 (2) 住所地を証明できるもの。 

 

（交付決定） 

第７条 知事は，交付申請書の内容が適当であると認められるときは，補助金の交付決

定の内容及び交付するべき補助金の額を当該申請者に通知する。 

 

（実績報告） 

第８条 第６条に規定する交付申請書は，規則第１２条第１項に規定する実績報告書を

兼ねるものとする。 

２ 第７条に規定する補助金の交付決定の通知は，規則第１３条の規定による補助金の

額の確定に係る通知を兼ねるものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第９条 補助金は，規則第１３条の規定により補助金の額を確定した後，交付するもの

とする。 

 

（補助金の返還） 

第10条 知事は，補助金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれ

かに該当するときは，交付決定を取り消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部の返還を命じることができる。 

(1) 規則及びこの補助金交付要綱の規定に違反したとき 

(2) 不正又は虚偽の申請により，補助金の交付決定を受けたとき。 

(3) その他知事が交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。 

 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し，必要な事項は知事が別

に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成３０年４月１日から施行し，平成３０年度予算にかかる補助金に



 

 

適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合

に，当該補助金にも適用する。 

附 則 

１ この要綱は，平成３０年１０月１５日から施行し，平成３０年度予算に係る補助金

に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合

に，当該補助金にも適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成３１年２月２７日から施行し，平成３０年度予算にかかる補助金

に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合

に，当該補助金にも適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行し，令和４年度予算にかかる補助金に適用

する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合

に，当該補助金にも適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和５年４月１日から施行し，令和５年度予算にかかる補助金に適用

する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合

に，当該補助金にも適用する。 

  



 

 

別表１ 補助対象事業 

補助対象事業 県外大学生等が，就職活動又はキャリア形成活動のために県外の

住所地と県内の目的地の間を移動する場合 

 

なお，行政機関（国，県，市町村）を対象とした就職活動又はキ

ャリア形成活動に参加する場合は対象外とする。 

 

別表２ 補助対象経費及び補助率等 

補助対象経費 県外大学生等が，県内での就職活動又はキャリア形成活動のため

に，県外の住所地と県内の目的地の間の移動に要する交通費及び宿

泊費（※） 

なお，交通費は，公共交通機関を利用した場合に限るものとする。

ただし，怪我や障害等で歩行困難であること，または訪問先企業の

周辺に公共交通機関がないことなどやむを得ない事情がある場合

については，タクシーの利用を認めるものとする。 

補助率（※） １／２（ただし，１００円未満切り捨て） 

補助限度額 ４０，０００円／人 

補助限度回数 同一年度内ごとに，補助限度額に達するまで何回でも申請可能 

※ 原則として，県外の住所地と県内の目的地の往復にかかる経費を対象とするが，往

路のみまたは復路のみの申請も可能とする。 

※ 交通費については，県内の最初の到着地または最後の到着地が目的地と異なる場合

（最初の到着地または最後の到着地が，ホテルや実家，補助対象外の企業等の場合）

には，住所地と当該到着地の間の移動にかかる交通費を対象とする。 

※ 原則として，就職活動又はキャリア形成活動の日の１週間前に当たる日から，就職

活動又はキャリア形成活動の日の１週間後に当たる日までの移動に係る交通費及び

宿泊費を対象とする。 

※ 移動と宿泊が一体となった旅行商品についても対象とする。 

※ 鉄道に関しては，グリーン料金，グランクラス料金を除く額を対象とする。 

※ 各種ポイント等を利用した支払は対象外とする。 

※ 就職活動又はキャリア形成活動のために訪問した県内企業から交通費や宿泊費の

一部について支給を受けた場合にあっては，当該金額を除いた額に対して補助率を乗

じるものとする。 

※ 国，県，市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている

場合は，補助対象外とする。 

 


